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臨
時
福
祉
給
付
金
（
経
済
対
策
分
）
の

申
請
受
付
が
終
了
し
ま
す

　
臨
時
福
祉
給
付
金
（
経
済
対

策
分
）
の
申
請
受
付
が
６
月
30

日
（
消
印
）
で
終
了
し
ま
す
。

７
月
１
日
以
降
の
受
付
は
原
則

で
き
な
く
な
り
ま
す
の
で
、
対

象
と
思
わ
れ
る
方
は
、
早
め
の

申
請
を
お
願
い
し
ま
す
。

支 

給
対
象
者
　
基
準
日
（
平
成

28
年
１
月
１
日
）
に
、
青
梅

市
に
住
民
票
の
あ
る
方
で
、

28
年
度
市
民
税
・
都
民
税
が

非
課
税
の
方

※ 

配
偶
者
か
ら
の
暴
力
を
理
由

に
避
難
し
て
い
る
方
等
で
、

他
の
市
区
町
村
か
ら
住
民

票
を
移
さ
ず
に
青
梅
市
に

サ
ギ
行
為
に

ご
注
意
く
だ
さ
い

　
臨
時
福
祉
給
付
金
等
の

手
続
き
で
、
市
役
所
な
ど

か
ら
Ａ
Ｔ
Ｍ
（
現
金
自
動

受
払
機
）
の
操
作
を
お
願

い
す
る
こ
と
は
絶
対
に
あ

り
ま
せ
ん
。

　
不
審
な
電
話
が
か
か
っ

て
き
た
場
合
は
、
青
梅
警

察
署
☎
22
・
０
１
１
０
へ

ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

市
営
住
宅
「
あ
き
室
」
入
居
者
募
集

　
市
営
住
宅
「
あ
き
室
」
へ
の

入
居
者
の
募
集
は
、
現
在
入
居

が
可
能
な
あ
き
室
に
つ
い
て
、

入
居
資
格
者
を
決
定
す
る
も
の

で
す
。

　
入
居
資
格
者
と
入
居
あ
っ
せ

ん
順
位
の
決
定
は
、
公
開
抽
選

を
行
い
、
資
格
審
査
の
う
え
決

定
し
ま
す
。

◆ 

募
集
予
定
戸
数
　
表
１
の
と

お
り

◆  

住
宅
使
用
料
月
額

　
７
千
９
０
０
円
か
ら
６
万
６

　
千
円
で
、
入
居
す
る
住
宅
、

　
世
帯
の
所
得
に
よ
り
決
定
し

　
ま
す
。

◆
申
込
者
の
資
格

① 

市
内
に
３
か
月
以
上
居
住
し

て
い
る
成
年
者
で
あ
る
こ

と
。
外
国
人
に
つ
い
て
は
１

年
以
上
居
住
し
て
い
る
成

年
者

② 

同
居
ま
た
は
同
居
し
よ
う
と

す
る
親
族
が
い
る
こ
と
。
た

だ
し
、
一
般
世
帯
向
け
単
身

可
住
宅
は
、
60
歳
以
上
等
の

方
③ 

世
帯
の
所
得
が
、
表
２
の
所

得
基
準
内
で
あ
る
こ
と

④ 

住
宅
に
困
っ
て
い
る
こ
と
が

明
ら
か
な
こ
と

⑤ 

す
で
に
納
期
を
経
過
し
た
分

の
市
税
を
完
納
し
て
い
る

こ
と

⑥ 

申
込
者
ま
た
は
同
居
親
族
が

暴
力
団
員
で
な
い
こ
と

⑦ 

入
居
が
決
定
し
た
場
合
、
市

で
定
め
る
使
用
手
続
き
（
連

帯
保
証
人
や
保
証
金
等
）
が

完
了
で
き
る
こ
と

◆
申
し
込
み
の
注
意

① 

住
宅
の
階
数
な
ど
の
指
定
は

で
き
ま
せ
ん
。

② 

住
宅
内
で
事
業
を
営
む
こ
と

は
で
き
ま
せ
ん
。

③  

世
帯
を
不
自
然
に
分
割
ま
た

は
合
併
し
た
方
は
申
し
込

み
が
で
き
ま
せ
ん
。

④ 

申
し
込
み
に
お
い
て
虚
偽
事

実
が
判
明
し
た
と
き
は
、
一

切
の
資
格
を
無
効
と
し
ま

す
。

⑤ 

駐
車
場
に
空
き
が
あ
る
場
合

は
有
料
で
利
用
で
き
ま
す
。

⑥ 

住
宅
使
用
料
の
ほ
か
に
共
益

費
を
負
担
し
て
い
た
だ
き

ま
す
。

⑦ 

詳
細
は「
申
込
み
の
し
お
り
」

で
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

◆ 

申
込
書
・
し
お
り
の
配
布
、

申
込
受
付
期
間

▽ 

６
月
15
日
（
木
）、16
日
（
金
）　

午
前
８
時
30
分
〜
午
後
５

時
15
分
…
住
宅
課
（
市
役
所

５
階
）

▽ 

17
日
（
土
）　
午
前
８
時
30

分
〜
午
後
５
時
…
宿
直
室

（
市
役
所
１
階
）

※ 

申
込
書
・
し
お
り
の
配
布
の

み
▽ 

18
日
（
日
）　
午
前
８
時
30

分
〜
午
後
５
時
…
休
日
夜

間
入
り
口
（
市
役
所
１
階
）

▽ 

19
日
（
月
）
〜
21
日
（
水
）　

午
前
８
時
30
分
〜
午
後
５

時
15
分
…
住
宅
課

▽ 

22
日
（
木
）　
午
前
８
時

30
分
〜
午
後
５
時
…
住
宅

課
、
午
後
５
時
〜
８
時
…

１
０
１
会
議
室
（
市
役
所
１

階
）

◆
申
込
方
法

　
受
付
期
間
内
に
、
直
接
ま
た

　
は
郵
送
で
〒
１
９
８
―

　
８
７
０
１
青
梅
市
住
宅
課
住

　
宅
係
へ

問
い
合
わ
せ
　
住
宅
課
住
宅
係

「
災
害
時
に
お
け
る
畳
の
提
供
に
関
す
る

協
定
」
お
よ
び
「
避
難
標
識
設
置
に

関
す
る
協
定
」
を
締
結
し
ま
し
た

　
市
で
は
、
地
震
や
風
水
害
な

ど
の
災
害
発
生
時
に
備
え
、
避

難
体
制
の
整
備
等
の
対
策
を

行
っ
て
い
ま
す
。

　
４
月
27
日
に
「
５
日
で
５
千

枚
の
約
束
。
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
実

行
委
員
会
」
と
「
災
害
時
に
お

け
る
畳
の
提
供
に
関
す
る
協

定
」
を
、「
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
都
市

環
境
標
識
協
会
」・「（
株
）
有

明
電
装
」
と
「
避
難
標
識
設
置

に
関
す
る
協
定
」
の
締
結
式
を

行
い
ま
し
た
。

災 

害
時
に
お
け
る
畳
の
提
供
に

関
す
る
協
定

　
５
日
で
５
千
枚
の
約
束
。
プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト
実
行
委
員
会
は
、

災
害
時
の
避
難
所
に
新
し
い
畳

を
迅
速
に
届
け
、
避
難
所
生
活

の
厳
し
さ
を
少
し
で
も
和
ら
げ

る
こ
と
を
目
的
と
し
た
、
全
国

の
畳
店
に
よ
る
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

で
す
。
こ
の
協
定
は
、
市
内
で

地
震
、
風
水
害
な
ど
災
害
が
発

生
し
た
場
合
に
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク

ト
に
参
加
し
て
い
る
市
内
畳
店

を
通
じ
て
全
国
の
畳
店
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
か
ら
、
市
が
開
設
す
る

避
難
所
に
新
し
い
畳
が
無
償
で

提
供
さ
れ
ま
す
。こ
れ
に
よ
り
、

被
災
者
の
避
難
生
活
の
負
担
軽

減
、
環
境
改
善
が
図
ら
れ
る
こ

と
が
期
待
で
き
ま
す
。

避
難
標
識
設
置
に
関
す
る
協
定

　
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
都
市
環
境
標
識

協
会
お
よ
び
（
株
）
有
明
電
装

と
の
協
定
は
、
協
賛
者
か
ら
の

協
賛
金
を
原
資
と
し
、
市
の
負

担
が
な
く
災
害
時
の
避
難
場
所

を
案
内
す
る
避
難
標
識
が
設
置

で
き
る
も
の
で
、
災
害
時
の
確

実
な
避
難
行
動
に
つ
な
が
る
こ

と
が
期
待
で
き
ま
す
。

問
い
合
わ
せ
　
防
災
課

家族数
所得金額

一般世帯 高齢者等世帯

単身 ０～２, ５６８, ０００

２人 ０～２, ２７６, ０００ ０～２, ９４８, ０００

３人 ０～２, ６５６, ０００ ０～３, ３２８, ０００

４人 ０～３, ０３６, ０００ ０～３, ７０８, ０００

５人 ０～３, ４１６, ０００ ０～４, ０８８, ０００

※ 所得金額は家族全員の所得を合算してください。

表２　所得基準表　　　　　　　　 　 （単位：円）

新
築
・
増
築
の
調
査
に
伺
い
ま
す 

新
築
・
増
築
を
し
た
方
は

資

産

税

課

へ

ご

連

絡

を

　
市
で
は
、
新
築
ま
た
は
増
築

を
し
た
家
屋
（
住
宅
、
店
舗
、

工
場
、
車
庫
、
物
置
等
）
の
調

査
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　
こ
の
調
査
は
、
平
成
30
年
度

固
定
資
産
税
・
都
市
計
画
税
の

税
額
を
算
定
す
る
た
め
、
調
査

員
が
家
屋
の
外
部
・
内
部
・
設

備
等
を
調
査
す
る
も
の
で
、
29

年
中
に
新
築
・
増
築
を
し
た
す

べ
て
の
家
屋
が
対
象
と
な
り
ま

す
。

　
小
規
模
な
増
築
な
ど
で
建
築

確
認
を
申
請
し
て
い
な
い
場
合

は
、
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

　
建
築
確
認
を
申
請
し
て
い
る

場
合
は
、
市
で
把
握
し
て
い
ま

す
の
で
ご
連
絡
の
必
要
は
あ
り

ま
せ
ん
。
市
か
ら
調
査
依
頼
を

し
ま
す
。

家

屋

を

取

り

壊

し

た

ら

ご

連

絡

を

　
家
屋
の
全
部
ま
た
は
一
部
を

取
り
壊
し
た
場
合
は
、
所
有
者

の
住
所
・
氏
名
・
家
屋
調
査
済

証
の
番
号
を
資
産
税
課
へ
ご
連

絡
く
だ
さ
い
。

　
な
お
、
家
屋
調
査
済
証
が
見

当
た
ら
な
い
場
合
は
、
所
在
地

番
・
種
類
・
構
造
・
床
面
積
等

を
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

　
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

問 

い
合
わ
せ
　
資
産
税
課
家
屋

係

マ
イ
ナ
ち
ゃ
ん
お
し
え
て

証
明
書
コ
ン
ビ
ニ
交
付
Ｑ
＆
Ａ

第
１
回 

証
明
書
コ
ン
ビ
ニ
交
付
サ
ー
ビ
ス

　
市
で
は
、12
月
１
日
（
金
）

か
ら
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド

を
使
っ
た
証
明
書
コ
ン
ビ
ニ

交
付
を
開
始
予
定
で
す
。

　
そ
こ
で
、
コ
ン
ビ
ニ
交
付

に
つ
い
て
の
疑
問
に
マ
イ
ナ

ち
ゃ
ん
が
お
答
え
し
ま
す
。

Ｑ 

コ
ン
ビ
ニ
交
付
っ
て
？

Ａ 

市
役
所
に
行
か
な
く
て

も
、
全
国
の
コ
ン
ビ
ニ
等

で
証
明
書
を
取
得
で
き

る
便
利
な
サ
ー
ビ
ス
で

す
。

Ｑ 

ど
こ
の
コ
ン
ビ
ニ
で
も
、

い
つ
で
も
証
明
書
が
取

得
で
き
る
の
？

Ａ 

全
国
の
マ
ル
チ
コ
ピ
ー
機

の
あ
る
主
要
な
コ
ン
ビ

ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
で
、
毎

日
午
前
６
時
30
分
〜
午

後
11
時
に
取
得
で
き
ま

す
。
た
だ
し
、
戸
籍
証
明

書
等
の
取
得
は
、
平
日
の

午
前
８
時
30
分
〜
午
後

５
時
で
す
。

※ 

年
末
年
始
や
メ
ン
テ
ナ
ン

ス
で
使
用
で
き
な
い
場

合
が
あ
り
ま
す
。

Ｑ 

コ
ン
ビ
ニ
交
付
を
利
用
す

る
と
き
に
必
要
な
も
の

は
？

Ａ 

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド

と
、
受
け
取
る
際
に
登
録

し
た
４
桁
の
数
字
の
暗

証
番
号
（
利
用
者
証
明
用

電
子
証
明
書
）、
各
種
証

明
書
の
手
数
料
が
必
要

に
な
り
ま
す
。

※ 

カ
ー
ド
申
請
時
に
利
用
者

証
明
用
電
子
証
明
書
を

登
録
し
な
い
こ
と
を
希

望
し
た
方
は
、
新
た
に
市

役
所
で
登
録
が
必
要
で

す
。

Ｑ 
取
得
で
き
る
証
明
書
の
種

類
は
？

Ａ 

次
の
証
明
書
が
取
得
で
き

ま
す
。

▼
住
所
が
青
梅
市
の
場
合

① 

住
民
票
の
写
し

② 

印
鑑
登
録
証
明
書

③ 

課
税
証
明
書
・
非
課
税
証

明
書

▼
本
籍
地
が
青
梅
市
の
場
合

④ 

戸
籍
全
部
・
個
人
事
項
証

明
書

⑤ 

戸
籍
の
附
票
の
写
し

※ 

住
民
票
コ
ー
ド
入
り
の
住

民
票
・
住
民
票
の
除
票
の

写
し
、
住
民
票
の
記
載
事

項
証
明
書
、
除
籍
謄
本

等
、
コ
ン
ビ
ニ
交
付
で
は

取
得
で
き
な
い
も
の
が

あ
り
ま
す
。

※ 

本
籍
地
が
市
外
の
方
の
戸

籍
証
明
書
等
の
取
得
に

つ
い
て
は
、
本
籍
地
へ
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

Ｑ 

市
民
な
ら
誰
で
も
コ
ン
ビ

ニ
交
付
を
利
用
で
き
る

の
？

Ａ 

15
歳
未
満
の
方
や
成
年
被

後
見
人
等
、
一
部
の
方
は

コ
ン
ビ
ニ
交
付
を
利
用

で
き
ま
せ
ん
。

問 

い
合
わ
せ
　
市
民
課
住
民

記
録
係

お
住
ま
い
の
方
は
、
青
梅
市

で
申
請
を
受
け
付
け
で
き

る
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
、

臨
時
福
祉
給
付
金
担
当
へ

ご
相
談
く
だ
さ
い
。

※ 

ご
自
身
を
扶
養
し
て
い
る
方

が
課
税
さ
れ
て
い
る
場
合

お
よ
び
基
準
日
に
お
い
て

次
の
方
は
、
対
象
と
な
り
ま

せ
ん
。

① 

生
活
保
護
制
度
の
被
保
護
者

② 

中
国
残
留
邦
人
等
に
対
す
る

支
援
給
付
の
受
給
者

③ 

国
立
ハ
ン
セ
ン
病
療
養
所
等

入
所
者
家
族
生
活
援
護
費

の
受
給
者

④ 

国
立
ハ
ン
セ
ン
病
療
養
所
非

入
所
者
給
付
金
（
援
護
加
算

分
）
の
受
給
者

支 

給
額
　
支
給
対
象
者
１
人
に

つ
き
１
万
５
千
円
（
１
回
の
み
）

そ
の
他

▽ 

申
請
書
を
紛
失
し
た
場
合
等

再
発
行
が
で
き
ま
す
。

▽ 

申
請
後
の
審
査
に
よ
り
対
象

と
な
ら
な
い
場
合
が
あ
り

ま
す
。

問 

い
合
わ
せ

▽ 

申
請
書
に
つ
い
て
…
市
臨
時

福
祉
給
付
金
担
当

▽ 

制
度
の
概
要
に
つ
い
て
…

厚
生
労
働
省
専
用
ダ
イ

ヤ
ル
☎
０
５
７
０
・
０
３

７
・
１
９
２

避難標識設置に関する協定締結式　

左から（株）有明電装　黒田睦生代表

取締役、浜中市長、ＮＰＯ法人都市環

境標識協会　小関長一郎代表理事

災害時における畳の提供に関する協

定締結式　左から５日で５千枚の約

束。プロジェクト実行委員会　岡田

暁夫関東地区委員長、浜中市長

一般世帯向け

住宅 住所 タイプ 戸数 単身

日向和田 日向和田１－２５３
２ＤＫ

１戸

不可

駒木 駒木町２－４４６－２
１戸

３ＤＫ ２戸

友田 友田町５－２９９
２ＤＫ ２戸

３ＤＫ １戸

畑中第１ 畑中２－２５６－１
２ＤＫ １戸

３ＤＫ １戸

大門第５
大門１－３７６

２ＤＫ

３戸

可

大門第６

長淵第４ 長淵１－１０２９ １戸

富岡第１
富岡３－１１７２ ６戸

富岡第２

裏宿 裏宿町７１１－１ ３ＤＫ ４戸 不可

子育てファミリー世帯向け

住宅 住所 タイプ 戸数 単身

吹上 吹上２８０ ３ＤＫ １戸 不可

表１　募集予定戸数表

マイナちゃん


